
                            

                           

 
 

 

 

（１）新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的･効果的で質の高い医療提供体制の構築【重点課題】 

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価 

・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、服薬状況等の一元的・継続的な把握とそれ

に基づく薬学的管理・指導が行われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。その際、

薬剤調製などの対物中心の業務を適切かつ効率的に実施することを前提に、薬学的管理などの対人中

心の業務への転換を推進するための所要の重点化と適正化を行う。 

○質の高い在宅医療・訪問看護の確保 

・ 中長期的には在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、在宅医療を担う医療機関と市町

村・医師会等との連携、及び医療・介護の切れ目のない、地域の実情に応じた提供体制の構築等を推

進し、効率的・効果的で質の高い訪問診療、訪問看護、歯科訪問診療、訪問薬剤管理指導等の提供体

制を確保。 

○ 地域包括ケアシステムの推進のための取組 

・ 医療機関間や医療機関と薬局等との連携、医科歯科連携、医療介護連携、栄養指導、その他の地域の

保健・福祉・教育・行政等の関係機関との連携も含め、地域包括ケアシステムの推進のための医師、

歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等による多職種連携・協働の取組等を推進。 

（３）患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現 

○ 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応 

・ オンライン服薬指導についても同様に、医薬品医療機器等法に基づくルールの見直しを踏まえ、適切

に評価。 

○ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心へ

の転換の推進、病棟薬剤師業務の評価 

・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、服薬状況等の一元的・継続的な把握とそれ

に基づく薬学的管理・指導が行われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。その際、

薬剤調製などの対物中心の業務を適切かつ効率的に実施することを前提に、薬学的管理などの対人中

心の業務への転換を推進するための所要の重点化と適正化を行う。（再掲） 

（４）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上 

○ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 

・ 後発品の使用促進について、安定供給の確保の状況等を踏まえつつ、「後発医薬品の数量シェアを、

2023年度末までに全ての都道府県で80％以上とする」という新目標を実現するため、更に取組を推

進。また、バイオ後続品の使用促進の方策等について検討。 

○ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進 

・ 重複投薬、ポリファーマシー、残薬への対応や、適正使用のための長期処方の在り方への対応、一定

期間内に処方箋を反復利用できる方策の検討等医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的か

つ安全で有効な使用を推進するとともに、OTC類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲の見

直しなど、薬剤給付の適正化の観点から更なる対応を検討。 

・ 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進。 

○ 効率性等に応じた薬局の評価の推進 

・ 薬剤調製などの対物中心の業務を適切かつ効率的に実施することを前提に、薬学的管理などの対人中

心の業務への転換を推進するための所要の重点化と適正化を行う。（再掲） 

・ 薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえつつ、薬局の評価の適正化等を推進。 
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